
   

別紙１ 

 

 

 

 

 

 

平成 26 年度神奈川県計画に関する 

事後評価 

 

 

 
令和２年１月 

神奈川県 

 

 

※ 本紙は、計画期間満了の翌年度まで、毎年度追記して国に提出

するとともに、公表することに努めるものとする。 

 

  



   

9 

 

３．事業の実施状況 

 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 １ 在宅医療施策推進事業 
【総事業費】 

81,388千円 

事業の対象

となる区域 
県全域 

事業の期間 
平成 26年４月１日～平成 31年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 

ア 県内における広域的な在宅医療施策を推進するため、在宅医療に係る

情報共有手段の構築、必要な研修などについて調査を実施し、必要な事

業を実施する。 

イ 在宅医療に係る課題を抽出し、在宅医療施策へ反映させる。 

ウ 研修会参加医師数（660名（累計）） 

エ 県内の全ての市町村に在宅医療・介護連携推進事業の取組みを行う拠

点を整備する。 

３市町村（平成 25年度）→ 33市町村（平成 29年度）  

事業の達成

状況 

【平成 26年度】 

イ 県在宅医療推進協議会を設置し、在宅医療に係る課題抽出等の取組み

を開始 

ウ 研修会１回開催 参加医師数 50名 

エ 在宅医療連携拠点を１市で整備、26年度末において、拠点及び相談窓

口を５市町に整備済み 

【平成 27年度】 

ア 在宅医療に係る情報共有のため、在宅医療連携システムを県内１地域

において先行導入。在宅医療の推進に必要な研修を実施するための在宅

医療トレーニングセンターを平成 27年 10月に設置し、研修事業を実施 

イ 県全域及び保健福祉事務所単位で在宅医療推進協議会を開催し、在宅

医療に係る課題抽出や好事例共有などを行う（県全域：２回、保健福祉

事務所単位：７か所で開催） 

ウ 研修会２回開催 参加医師数 99名 

エ 27年度末において、拠点、医療と介護の連携に係る相談窓口を６市町

に整備済み 

【平成 28年度】 

ウ 研修会２回開催 参加医師数 188名 

【平成 29年度】 

ウ 研修会６回開催 参加医師数 52名 

【平成 30年度】 

ウ 在宅医療従事者の人材育成のため、在宅医療トレーニングセンターで

各種研修を実施 研修回数：96回 参加人数：2933名 
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事業の有効

性と効率性 

（１）事業の有効性 

本事業の実施により、在宅医療連携拠点の整備が進んだほか、市町

村の地域支援事業（医療・介護連携推進事業）の取組み推進にも貢献

している。また、県全域において、在宅医療関係者間での顔の見える

関係が構築され始めており、在宅医療従事者間の連携が促進された。 

（２）事業の効率性 

今後は、県内先行事例を各地域に普及させることにより、県内での

在宅医療を効果的に普及させるよう取組みを進める。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 ５ 在宅歯科医療連携拠点運営事業 
【総事業費】 

343,978千円 

事業の対象
となる区域 

県全域 

事業の期間 
平成 26年４月１日～平成 31年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 
県及び地域歯科医師会に、在宅歯科医療中央（地域）連携室を設置し、医

科・介護との連携や相談業務を行う。（県１か所、地域 24か所） 

事業の達成

状況 

【平成 26年度】 

・在宅歯科医療中央連携室を１か所整備し、患者、家族や在宅歯科医療関

係者への情報提供、研修会、歯科医療機器の貸出、在宅患者や障害者等

の搬送モデル事業等の検討等を実施。 

・在宅歯科医療地域連携室を県内 10か所に整備し、県民や歯科医療関係者

からの相談への対応や在宅歯科医療受診に向けたコーディネート、在宅

歯科医療推進に関する研修等を各地域で実施。 

【平成 27年度】 

・在宅歯科医療中央連携室において、患者、家族や在宅歯科医療関係者へ

の情報提供、研修会、歯科医療機器の貸出、在宅患者や障害者等の搬送

モデル事業等の検討等を実施。 

・在宅歯科医療地域連携室を県内 20か所に整備し、県民や歯科医療関係者

からの相談への対応や在宅歯科医療受診に向けたコーディネート、歯科

医療機器の貸出、在宅歯科医療推進に関する研修等を各地域で実施。 

・訪問歯科診療では治療が困難な要介護者等の口腔内疾患の治療機会を確

保するため、休日急患歯科診療所（11箇所）を活用し、要介護者等に対

して診療を行った歯科医師・歯科衛生士等の人件費に対する補助を実施、

延べ 641人の患者に対する診療を行った。 

【平成 28年度】 

・在宅歯科医療中央連携室において、患者、家族や在宅歯科医療関係者へ

の情報提供、研修会、在宅患者や障害者等の搬送モデル事業等の検討等

を実施。 

・在宅歯科医療地域連携室を県内 20か所に整備し、県民や歯科医療関係者

からの相談への対応や在宅歯科医療受診に向けたコーディネート、歯科

医療機器の貸出、在宅歯科医療推進に関する研修等を各地域で実施。 

・訪問歯科診療では治療が困難な要介護者等の口腔内疾患の治療機会を確

保するため、休日急患歯科診療所（12箇所）を活用し、要介護者等に対

して診療を行った歯科医師・歯科衛生士等の人件費に対する補助を実施、

延べ 974人の患者に対する診療を行った。 

【平成 29年度】 

・在宅歯科医療中央連携室において、各地域連携室の取組み状況の共有等

を図るための関係者会議を開催したほか、各地域連携室に対して研修実

施状況について指導を行った。 

・在宅歯科医療地域連携室を県内 24か所に整備し、県民や歯科医療関係者
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からの相談への対応や在宅歯科医療受診に向けたコーディネート、歯科

医療機器の貸出、在宅歯科医療推進に関する研修等を各地域で実施。 

・訪問歯科診療では治療が困難な要介護者等の口腔内疾患の治療機会を確

保するため、休日急患歯科診療所（13箇所）を活用し、要介護者等に対

して診療を行った歯科医師・歯科衛生士等の人件費に対する補助を実施、

延べ 1,010人の患者に対する診療を行った。（H29決算額：9,466千円） 

【平成 30年度】 

・在宅歯科医療中央連携室において、各地域連携室の取組み状況の共有等

を図るための関係者会議を開催したほか、各地域連携室に対して研修実

施状況について指導を行った。 

・在宅歯科医療地域連携室を県内 24か所に整備し、県民や歯科医療関係者

からの相談への対応や在宅歯科医療受診に向けたコーディネート、歯科

医療機器の貸出、在宅歯科医療推進に関する研修等を各地域で実施。 

事業の有効

性・効率性 

（１）事業の有効性 

在宅歯科医療中央連携室及び地域連携室の設置運営、各郡市歯科医師

会との連携により、各地域での在宅歯科医療人材の育成が図られ、電話

相談や連携室のコーディネートにより、各地域において在宅歯科医療を

必要としている患者が症状等に応じて必要な治療を受けることができる

環境が整備されつつある。 

（２）事業の効率性 

  在宅歯科地域連携室の整備により、在宅歯科医療を必要としている患

者が効率的に診療を受診できるようになった。 

  また、県歯科医師会や、在宅歯科医療に熱心に取り組んでいる郡市歯

科医師会と連携することで、既存の資源やノウハウも活用した、効率的

な事業実施になるよう努めている。 

  休日急患歯科診療所を活用した歯科診療については、地域により診療

患者数に差があり、診療日、診療時間、予約管理等の観点で更なる効率

的な運用に向けた改善検討を行う必要がある。 

  休日急患歯科診療所を活用した歯科診療について、補助事業の更なる

効率化と質的向上を図るため、29 年度中に現行補助基準の見直しを実施

し、補助対象日数の短縮による診療予約の集約化と歯科麻酔医の立会診

療によるハイリスク患者への治療充実を図った。（平成 30 年度から新補

助基準により事業開始） 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 ６ 在宅歯科診療所設備整備事業 

【総事業費】 

270,624千円 

事業の対象

となる区域 
県全域 

事業の期間 
平成 26年 12月 19日～平成 31年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 

在宅歯科医療用機器等の整備を進めることにより、在宅歯科医療を実施し

ていない歯科医療機関の在宅歯科医療への参入の促進や、既に実施してい

る歯科医療機関の機器の充実を図る。 

（訪問歯科診療を実施している歯科診療所数:725 機関（平成 26 年度）→

982機関（平成 35年度）） 

事業の達成

状況 

【平成26年度】 

・在宅歯科医療用機器を60か所に整備した。 

【平成 27年度】 

・在宅歯科医療用機器を140か所に整備した。 

・26年度に整備した60か所については、65％が、当初設定以上の訪問診療

等の回数（年間200回以上）を達成した。 

【平成 28年度】 

・在宅歯科医療用機器を15か所に整備した。※27年度計画分において、更

に85か所整備。 

・27年度に整備した140箇所については、37%が、当初設定以上の訪問診療

等の回数（年間200回以上）を達成した。 

【平成29年度】 

・別途27年度計画分で執行した。 

【平成30年度】 

・81か所に対する補助事業費の約12.5%にあたる9,263,613円分について執

行した。（残りは平成30年度計画において執行） 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

在宅歯科医療に積極的に取り組む意欲のある歯科医療機関 480 箇所

（他年度計画での実施も含む）への支援がおこなわれており、在宅歯科

医療の参入促進、在宅歯科医療提供体制の充実強化が進むと考えられる。 

導入後の利用状況の報告を元に一部の利用率が上がっていない歯科診

療所については、有効に活用されるよう働きかけていく。 

（２）事業の効率性 

県歯科医師会においてとりまとめのうえ整備を行うことで、効果的に

整備を進めることができるほか、地域ごとの在宅歯科に必要な機器の普

及状況、利用状況等を一括で効率的に把握できる。 

その他 
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 11 小児救急医療相談事業 
【総事業費】 

65,684千円 

事業の対象

となる区域 
県全域 

事業の期間 
平成 26年４月１日～平成 31年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 

小児救急患者の多くが軽症患者であることから電話により必要な助言を行

うことで、不要不急な受診を減らし、小児救急医療体制の確保と医療従事

者の負担軽減を図る。 

事業の達成

状況 

【平成 26年度】 

電話相談（相談件数 23,656件）により、不要不急な受診を減らし、小児

救急医療体制の確保と医療従事者の負担軽減が図られた。 

【平成 27年度】 

電話相談（相談件数 27,760件）により、不要不急な受診を減らし、小児

救急医療体制の確保と医療従事者の負担軽減が図られた。 

【平成 30年度】 

電話相談（相談件数 35,795件）により、不要不急な受診を減らし、小児

救急医療体制の確保と医療従事者の負担軽減が図られた。 

事業の有効

性と効率性 

（１）事業の有効性 

 平成 26 年度の電話相談件数 23,656 件のうち約 78％、平成 27 年度の

電話相談件数 27,760 件のうち約 80％、平成 30 年度の電話相談件数

35,795件のうち約 76％は、翌日以降の受診を助言したり、助言指導のみ

で終わっていることから、不要不急な受診の抑制に寄与している。 

（２）事業の効率性 

 時間外における軽症患者の病院への集中回避や、保護者の不安を解消

する手段として、手軽に医療関係者に相談することができ効果的である。 

また、電話対応のための人件費、電話回線料等の比較的少額の費用で、

医療従事者の負担軽減等の成果につながることから、効率的である。 

その他 
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 12 看護師等養成支援事業  
【総事業費】 

1,693,052千円 

事業の対象

となる区域 
県全域 

事業の期間 
平成 26年４月１日～平成 31年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 

・ 地域に応じた看護師等養成所の設置に必要な新築及び増改築の整備

を促進し、また看護師等養成所における教育内容を充実させることに

より、看護師等の養成及び確保を図る。 

・ 看護師養成カリキュラムのおよそ３分の１を占める臨地実習を担う

実習受入施設に対して、教育環境を整えるための支援を行い、実践能

力の高い看護師を養成する。 

事業の達成

状況 

【平成 26年度】 

・ 民間立看護師等養成所に対する運営費を補助（22施設）することに

より、看護師等の養成及び確保を図った。 

【平成 27年度】 

・ 引き続き民間立看護師等養成所に対する運営費を補助（22施設）し

た。 

・ 民間立看護師等養成所に対する施設整備に係る工事費を支援（１施

設）した。 

【平成 28年度】 

・ 引き続き民間立看護師等養成所に対する運営費を補助（22施設）し

た。 

・ 民間立看護師等養成所に対する施設整備に係る工事費を支援（２施

設）した。 

【平成 29年度】 

・ 別途 29年度計画分で執行した。 

【平成 30年度】 

・ 別途 30年度計画分で執行した。 

事業の有効

性と効率性 

 

（１） 事業の有効性 

看護師養成所へ運営費や施設整備への補助を継続的に行うことによ

り、地域の実情に応じた看護教育の充実が図られ、安定的に看護師等

を養成し、就業看護職員数の増加につなげた。 

（２）事業の効率性 

看護師等養成所が、補助金を活用して計画的な事業運営、施設整備

等を行うことができ、効率的に教育環境の充実を図ることができた。 

その他 
 

 

 

 


